
通
謀
虚
偽
表
示
に
基
づ
く
登
記
を
信
頼
し
て
な
さ
れ
た
滞
納
処
分
の
適
否
 
 

東
京
地
裁
昭
和
五
六
年
一
一
月
二
七
日
判
決
 
昭
和
五
四
年
（
行
り
）
第
 
 

一
三
七
号
 
同
和
基
礎
株
式
会
社
対
関
東
信
越
国
税
局
長
 
差
押
処
分
取
 
 

消
請
求
事
件
 
行
政
事
件
裁
判
例
集
三
二
巻
二
号
二
一
八
七
頁
 
 

荻
 
野
 
 

（
摘
鰯
勒
祈
願
）
 
 
 



〔
事
 
実
〕
 
 

一
被
苧
Y
国
税
局
長
は
、
B
会
社
の
滞
納
国
税
（
税
額
六
五
三
万
余
円
）
を
徴
収
す
る
た
め
、
一
棟
の
建
物
（
地
上
七
階
建
、
以
 
 

下
「
本
件
ビ
ル
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
の
一
階
及
び
地
三
階
の
専
有
部
分
（
以
下
「
本
件
建
物
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
昭
和
五
三
年
二
月
 
 

二
七
日
、
差
押
処
分
を
し
た
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
、
原
告
・
Ⅹ
会
社
は
、
本
件
建
物
が
Ⅹ
会
社
の
所
有
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
当
該
差
押
処
分
の
取
消
し
 
 

を
求
め
た
。
こ
れ
が
本
件
で
あ
る
。
 
 
 

二
 
本
件
ビ
ル
は
、
従
前
Ⅹ
会
社
が
所
有
し
て
い
た
が
、
昭
和
四
九
年
四
月
盲
代
物
弁
済
を
原
因
と
し
て
Ⅹ
会
社
か
ら
A
会
社
へ
所
 
 

有
権
移
転
登
記
が
な
さ
れ
、
そ
の
後
、
本
件
ビ
ル
の
う
ち
三
階
な
い
し
六
階
の
専
有
部
分
は
他
年
売
却
さ
れ
て
移
転
登
記
を
経
由
し
、
 
 

残
余
の
本
件
建
物
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
一
年
七
旦
三
日
売
買
を
原
因
と
し
て
A
会
社
か
ら
B
会
社
へ
所
有
権
移
転
登
記
を
経
由
し
 
 

た
。
 
 
 

B
会
社
は
、
昭
和
四
九
年
七
月
頃
倒
産
し
た
が
、
昭
和
五
三
竺
月
一
七
日
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
本
件
建
物
の
競
売
開
始
決
定
が
あ
 
 

っ
た
こ
と
に
伴
い
、
同
裁
判
所
か
ら
Y
国
税
局
長
に
対
し
B
会
社
に
対
す
る
債
権
に
関
す
る
申
出
の
催
告
が
な
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
た
Y
 
 

国
税
局
長
が
B
会
社
名
義
の
財
産
と
し
て
本
件
建
物
の
存
在
を
知
り
、
こ
れ
を
B
会
社
の
滞
納
国
税
の
徴
収
の
た
め
差
押
え
た
と
い
う
も
 
 

の
で
あ
る
。
 
 
 

三
 
こ
れ
に
対
し
、
Ⅹ
会
社
は
、
本
件
建
物
に
係
る
各
登
記
が
Ⅹ
会
社
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
た
が
、
各
登
記
 
 

は
所
有
権
を
移
転
す
る
意
思
が
な
い
の
に
便
宜
上
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
本
件
建
物
の
所
有
権
は
Ⅹ
会
社
に
あ
る
旨
主
張
し
 
 

た
。
 
 

六
五
三
 
 
 



六
五
四
 
 
 

す
な
わ
ち
、
判
決
の
認
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
Ⅹ
会
社
は
昭
和
四
九
年
三
月
二
五
日
頃
倒
産
し
た
が
、
同
年
四
月
一
日
頃
、
Ⅹ
会
 
 

社
代
表
者
方
は
、
従
兄
弟
で
あ
る
A
会
社
代
表
者
〃
と
あ
い
因
っ
て
、
本
件
ビ
ル
の
所
有
権
を
A
会
社
に
移
転
す
る
意
思
が
な
い
の
に
、
 
 

債
権
者
の
追
及
を
免
れ
る
た
め
、
こ
れ
を
A
会
社
名
義
に
す
る
こ
と
を
企
て
、
同
日
、
同
日
付
代
物
弁
済
を
原
因
と
す
る
A
会
社
名
義
へ
 
 

の
所
有
権
移
転
登
記
手
続
を
了
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
Ⅹ
会
社
が
本
件
ビ
ル
を
管
理
し
、
登
記
済
証
も
自
ら
保
管
し
て
い
た
。
と
こ
 
 

ろ
が
、
A
会
社
も
昭
和
五
一
年
七
月
頃
業
続
が
悪
化
し
同
会
社
の
債
権
者
が
債
権
保
全
策
に
動
き
出
し
た
た
め
、
Ⅹ
会
社
は
、
再
び
債
権
 
 

者
の
追
及
を
免
れ
る
た
め
に
本
件
建
物
の
登
記
名
義
を
他
に
移
転
す
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た
。
方
は
、
友
人
で
あ
る
C
会
社
代
表
者
C
と
 
 

協
議
し
た
結
果
、
C
会
社
が
B
会
社
の
大
口
債
権
者
で
あ
り
、
B
会
社
の
代
表
者
印
等
を
保
管
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
B
会
社
名
義
に
 
 

本
件
建
物
の
登
記
を
移
転
す
る
こ
と
と
し
、
Ⅹ
会
社
は
、
同
年
七
月
一
三
日
、
本
件
建
物
の
所
有
権
を
B
会
社
に
移
転
す
る
意
思
が
な
い
 
 

の
に
、
同
月
七
日
付
売
買
を
原
因
と
す
る
A
会
社
か
ら
B
会
社
へ
の
所
有
権
移
転
登
記
手
続
を
了
し
、
そ
の
後
B
会
社
の
事
後
承
諾
を
得
 
 

た
。
一
方
、
本
件
ビ
ル
の
う
ち
三
階
な
い
し
六
階
の
専
有
部
分
は
、
同
年
三
月
か
ら
翌
年
に
か
け
て
Ⅹ
会
社
が
他
に
売
却
し
、
債
務
の
弁
 
 

済
等
に
あ
て
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

四
 
そ
こ
で
、
本
件
に
つ
き
、
民
法
九
四
条
二
項
の
頬
推
適
用
の
有
無
が
争
点
と
な
っ
た
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
Y
国
税
局
長
の
主
張
は
、
Ⅹ
会
社
が
A
会
社
、
B
会
社
に
本
件
建
物
の
所
有
権
を
移
転
す
る
青
苗
が
な
か
っ
た
と
し
て
 
 

も
、
本
件
各
登
記
は
Ⅹ
会
社
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
Y
国
税
局
長
は
、
本
件
処
分
当
時
Ⅹ
会
社
と
B
会
社
と
の
間
の
事
 
 

情
を
全
く
知
ら
ず
、
本
件
建
物
は
B
会
社
の
所
有
に
属
す
る
も
の
と
信
じ
て
い
た
か
ら
、
Ⅹ
会
社
は
民
法
九
四
条
の
醍
推
適
用
に
よ
り
、
 
 

B
会
社
に
本
件
建
物
の
所
有
権
が
移
転
し
て
い
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
善
意
の
第
三
者
で
あ
る
Y
国
税
局
長
に
対
抗
し
え
な
い
、
と
い
う
 
 

の
で
あ
る
。
 
 
 



こ
れ
に
対
し
、
Ⅹ
会
社
の
主
張
は
、
次
の
理
由
を
挙
げ
て
、
民
法
九
四
条
二
項
の
叛
推
適
用
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
 
 
 

り
 
Ⅹ
会
社
と
A
会
社
と
の
間
に
通
謀
の
事
実
が
な
い
こ
と
。
 
 
 

拗
 
Ⅹ
会
社
と
A
会
社
は
、
昭
和
五
〇
年
六
月
、
他
の
国
税
局
管
内
の
R
税
務
署
長
に
対
し
、
A
会
社
に
本
件
建
物
の
移
転
登
記
を
し
 
 
 

た
艶
由
及
び
其
の
所
有
者
が
Ⅹ
会
社
で
あ
る
旨
を
明
記
し
た
申
立
書
及
び
念
書
各
一
過
を
提
出
し
た
。
R
税
務
署
長
と
Y
国
税
局
長
 
 
 

は
、
い
ず
れ
も
国
税
庁
管
下
の
組
織
で
あ
る
か
ら
、
R
署
長
の
悪
意
は
Y
局
長
の
悪
意
と
同
視
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

佃
 
Y
国
税
局
長
は
、
B
会
社
が
昭
和
四
九
年
七
月
頃
倒
産
し
、
不
動
産
等
の
資
産
は
な
く
、
か
つ
近
い
将
来
新
た
な
不
動
産
を
取
得
 
 
 

す
る
こ
と
な
ど
到
底
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
熟
知
し
て
い
た
こ
と
。
 
 
 

㈲
 
本
件
所
有
権
移
転
登
記
は
、
B
会
社
の
倒
産
後
二
年
を
経
て
な
さ
れ
て
お
り
、
同
社
に
め
ぼ
し
い
資
産
が
な
く
、
国
税
の
徴
収
も
 
 
 

不
可
能
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
本
件
建
物
は
資
産
価
値
の
大
き
な
不
動
産
で
あ
り
、
所
有
権
移
転
登
記
後
に
二
代
前
の
所
有
者
で
あ
 
 
 

る
Ⅹ
会
社
代
表
者
Ⅹ
を
債
務
者
と
し
て
極
度
額
二
、
五
〇
〇
万
円
の
根
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
本
件
ビ
ル
の
う
ち
本
件
 
 
 

建
物
以
外
の
部
分
の
登
記
関
係
も
複
雑
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
建
物
の
所
有
関
係
に
つ
い
て
十
分
な
調
査
を
尽
し
 
 
 

た
な
ら
ば
そ
の
所
有
関
係
の
実
態
も
明
確
に
認
識
さ
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
Y
国
税
局
長
は
、
そ
の
調
査
を
怠
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
 
 
 

悪
意
と
同
視
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
。
 
 

〔
判
 
旨
〕
 
 

一
認
定
事
実
に
よ
れ
ば
、
Ⅹ
会
社
は
、
本
件
建
物
の
所
有
権
を
他
に
移
転
す
る
意
思
が
な
い
の
に
、
債
権
者
の
追
及
を
免
れ
る
た
 
 
 

め
、
A
会
社
次
い
で
B
会
社
に
所
有
権
移
転
登
記
を
経
由
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
本
件
各
登
記
は
不
実
の
登
 
 
 

記
で
あ
り
、
本
件
処
分
当
時
本
件
建
物
の
所
有
者
は
Ⅹ
会
社
で
あ
っ
て
、
B
会
社
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
 
 

六
五
五
 
 
 



六
五
六
 
 

二
 
不
動
産
の
所
有
者
が
他
人
に
そ
の
所
有
権
を
移
転
す
る
意
思
が
な
い
の
に
、
自
己
雲
息
思
に
基
づ
き
当
該
不
動
産
に
つ
き
他
人
の
 
 
 

所
有
名
義
の
登
記
を
経
由
し
た
と
き
は
、
登
記
名
義
人
の
承
諾
の
有
無
を
問
わ
ず
、
所
有
者
は
、
民
法
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
に
 
 
 

ょ
り
、
登
記
名
義
人
に
右
不
動
産
の
所
有
権
が
移
転
し
て
い
な
い
こ
と
を
も
っ
て
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
 
 
 

解
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 

三
 
本
件
処
分
当
時
、
B
会
社
は
本
件
建
物
の
登
記
に
つ
き
承
諾
し
て
い
た
こ
と
、
Y
国
税
局
長
は
本
件
建
物
が
所
有
権
移
転
登
記
名
 
 
 

義
人
で
あ
る
B
会
社
の
所
有
に
属
さ
な
い
と
い
う
事
実
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
 
 

本
件
事
実
関
係
の
も
と
に
お
い
て
、
徴
収
職
員
は
滞
納
処
分
に
よ
る
差
押
え
を
す
る
に
際
し
、
滞
納
者
が
当
該
不
動
産
の
登
記
名
 
 
 

義
を
有
す
る
に
至
っ
た
事
情
ま
で
調
査
す
べ
き
義
務
を
負
担
す
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
民
法
九
四
条
二
項
が
頬
推
適
用
さ
れ
る
 
 
 

場
合
は
、
同
項
の
善
意
に
つ
い
て
無
過
失
を
必
要
と
し
な
い
。
け
だ
し
、
虚
偽
の
外
観
が
全
面
的
に
真
実
の
権
利
者
の
意
思
に
基
づ
 
 
 

き
作
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
過
失
が
あ
っ
て
も
こ
の
外
観
を
信
頼
し
た
第
三
者
の
利
益
を
保
護
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
 
 
 

で
あ
る
。
 
 

以
上
に
よ
れ
ば
、
Ⅹ
会
社
は
、
民
法
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
に
よ
り
B
会
社
に
本
件
建
物
の
所
有
権
が
移
転
し
な
か
っ
た
こ
と
 
 
 

を
も
っ
て
善
意
の
第
三
者
に
あ
た
る
Y
国
移
局
長
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
 
 

－
 
請
求
棄
却
 
－
 
 

〔
評
 
釈
〕
判
旨
に
賛
成
す
る
。
 
 

一
所
有
権
の
帰
属
 
 

本
件
建
物
に
つ
い
て
は
、
Ⅹ
会
社
か
ら
A
会
社
へ
、
A
会
社
か
ら
B
会
社
へ
と
所
有
権
移
転
登
記
を
経
由
し
て
お
り
、
そ
れ
が
真
実
の
 
 
 



法
律
関
係
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
閲
し
、
判
決
は
、
前
記
の
〔
事
実
〕
三
に
お
い
て
掲
げ
た
事
 
 

実
を
認
定
し
た
う
え
、
判
旨
一
の
判
断
を
示
し
て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
、
上
記
二
つ
の
所
有
権
移
転
登
記
は
、
い
ず
れ
も
真
実
の
所
有
者
で
あ
る
Ⅹ
会
社
の
意
思
に
出
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
民
 
 

法
九
四
条
二
項
の
顆
推
適
用
が
争
わ
れ
る
理
由
が
あ
る
。
 
 
 

二
 
公
法
関
係
に
お
け
局
私
法
規
定
の
適
用
 
 
 

本
件
で
は
、
直
接
争
わ
れ
て
い
な
い
が
、
評
釈
の
上
で
は
国
税
滞
納
処
分
の
よ
う
な
公
法
関
係
に
お
い
て
民
法
九
四
条
二
項
の
よ
う
な
 
 

私
法
規
定
の
適
用
が
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
 
 
 

公
法
関
係
に
お
け
る
私
法
規
定
の
適
用
の
有
無
に
関
す
る
先
例
と
し
て
は
、
ま
ず
、
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
に
ょ
る
農
地
買
収
処
分
 
 

に
民
法
一
七
七
条
の
適
用
が
あ
る
か
ど
う
か
を
争
っ
た
も
の
が
あ
る
。
下
級
審
裁
判
例
は
分
か
れ
て
い
た
が
、
最
高
裁
昭
和
二
八
年
二
月
 
 

一
八
日
大
法
廷
判
決
（
民
集
七
巻
二
号
一
五
七
頁
）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
農
地
買
収
処
分
に
対
す
る
民
法
一
七
七
条
の
適
用
を
否
 
 

定
し
た
（
霜
山
裁
判
官
、
井
上
裁
判
官
、
岩
松
裁
判
官
の
少
数
意
見
、
真
野
裁
判
官
の
補
足
意
見
が
あ
る
。
）
。
 
 

「
政
府
の
自
創
法
に
基
く
農
地
買
収
処
分
ほ
、
国
家
が
権
力
的
手
段
を
以
て
農
地
の
強
制
買
上
を
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
対
等
の
関
係
に
 
 

あ
る
私
人
相
互
の
経
済
取
引
を
本
旨
と
す
る
民
法
上
の
売
買
と
ほ
、
そ
の
本
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
か
か
る
私
経
済
上
 
 

の
取
引
の
安
全
を
保
障
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
民
法
一
七
七
条
の
規
定
は
、
自
創
法
に
よ
る
農
地
買
収
処
分
に
は
、
そ
の
適
用
を
み
な
 
 

い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
き
れ
ば
政
府
が
同
法
に
従
っ
て
、
農
地
の
買
収
を
行
う
に
は
、
単
に
登
記
簿
の
記
載
に
依
拠
し
て
、
登
記
 
 

簿
上
の
農
地
の
所
有
者
を
相
手
方
と
し
て
貞
収
処
分
を
行
う
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
真
実
の
農
地
の
所
有
者
か
ら
、
こ
れ
を
買
収
す
べ
き
 
 

も
の
で
あ
る
と
解
す
る
。
 
 

六
五
七
 
 
 



六
五
八
 
 
 

そ
の
こ
と
は
、
自
創
法
一
条
に
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
同
法
制
定
の
趣
旨
か
ら
し
て
も
十
分
理
解
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
み
な
ら
 
 

ず
、
同
法
が
農
地
買
収
に
つ
い
て
の
基
準
を
、
い
わ
ゆ
る
不
在
地
主
の
農
地
で
あ
る
か
ど
う
か
即
ち
農
地
の
所
有
者
が
実
際
に
農
地
の
所
 
 

在
市
町
村
に
居
住
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
又
は
地
主
が
農
地
を
自
作
し
て
い
る
か
、
小
作
人
を
し
て
、
小
作
せ
し
め
て
い
る
か
等
所
有
者
 
 

と
そ
の
農
地
と
の
間
に
存
す
る
現
実
関
係
に
か
か
ら
し
め
て
い
る
等
、
自
創
法
に
定
め
ら
れ
た
各
種
の
規
定
自
体
か
ら
推
し
て
も
、
同
法
 
 

の
買
収
は
、
真
実
の
農
地
所
有
者
に
つ
い
て
行
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
登
記
簿
そ
の
他
公
繹
の
記
載
に
農
地
所
有
権
の
所
在
を
求
む
べ
き
で
 
 

な
い
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
 
 
 

農
地
買
収
処
分
に
お
け
る
民
法
九
四
条
二
項
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
最
高
裁
昭
和
二
八
年
六
月
一
二
日
第
二
小
法
廷
判
決
（
民
集
七
巻
 
 

六
号
六
四
九
頁
）
は
、
「
民
法
九
四
条
二
項
は
私
法
上
の
取
引
の
安
全
を
保
護
す
る
趣
旨
に
出
た
規
定
で
あ
り
、
権
力
支
配
作
用
で
あ
る
 
 

本
件
農
地
買
収
処
分
に
は
適
用
が
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
旨
判
示
し
て
お
り
（
霜
山
裁
判
官
の
少
数
意
見
が
あ
る
。
）
、
ま
た
、
 
 

最
高
昭
和
二
九
年
二
月
二
日
第
三
小
法
廷
判
決
（
民
集
八
巻
二
号
三
五
〇
頁
）
も
、
同
旨
を
判
示
し
て
い
る
（
井
上
裁
判
官
、
島
裁
判
官
 
 

の
少
数
意
見
が
あ
る
。
）
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
、
国
税
滞
納
処
分
に
お
け
る
民
法
一
七
七
条
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
下
級
審
判
決
が
一
致
し
て
そ
の
適
用
を
認
 
 

め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
最
高
裁
昭
和
三
一
年
四
月
二
四
日
第
三
小
法
廷
判
決
．
（
民
集
一
〇
巻
四
号
四
一
七
頁
）
も
、
次
の
よ
う
に
判
 
 

示
し
て
こ
れ
を
積
極
的
に
解
し
て
い
る
。
 
 

「
国
税
滞
納
処
分
に
お
い
て
ほ
、
国
は
、
そ
の
有
す
る
租
税
債
権
に
つ
き
、
自
ら
執
行
機
関
と
し
て
、
強
制
執
行
の
方
法
に
よ
り
、
そ
の
 
 

満
足
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
滞
納
者
の
財
産
を
差
し
押
え
た
国
の
地
位
は
、
あ
た
か
も
、
民
事
訴
訟
法
上
の
強
制
執
行
に
お
 
 

け
る
差
押
債
権
者
の
地
位
に
撰
す
る
も
Ⅵ
で
あ
り
、
租
税
債
権
が
た
ま
た
ま
公
法
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
関
係
に
お
い
て
、
国
 
 
 



が
一
般
私
法
上
の
債
権
者
よ
り
不
利
益
の
取
扱
を
受
け
る
理
由
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
滞
納
処
分
に
よ
る
差
押
の
関
係
に
お
 
 

い
て
も
、
民
法
一
七
七
条
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
 
 
 

滞
納
処
分
に
お
け
る
民
法
九
四
条
二
項
の
適
用
に
関
す
る
先
例
と
し
て
は
、
東
京
地
裁
昭
和
三
八
年
一
月
二
二
日
判
決
 

四
巻
一
号
四
五
頁
）
が
あ
り
、
滞
納
者
の
差
押
換
え
の
請
求
に
基
づ
き
、
他
人
名
義
の
不
動
産
を
滞
納
者
名
義
に
所
有
権
移
転
登
記
を
経
 
 

由
し
た
上
差
押
換
え
の
手
続
を
と
ぅ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
民
法
九
四
条
二
項
に
基
づ
き
善
意
の
第
三
者
で
あ
る
差
押
処
分
庁
に
 
 

対
し
通
謀
虚
偽
表
示
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
 
 
 

公
法
関
係
に
お
け
る
私
法
規
定
の
適
用
一
般
に
つ
い
て
は
、
通
説
は
、
公
法
関
係
を
権
力
関
係
と
管
理
関
係
に
区
分
し
、
後
者
に
つ
い
 
 

て
は
、
原
則
と
し
て
私
法
規
定
の
適
用
が
認
め
ら
れ
、
前
者
に
つ
い
て
ほ
、
当
該
私
法
規
定
が
法
の
一
般
原
理
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
 
 

か
又
は
法
の
技
術
的
約
束
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
の
み
そ
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
（
田
中
二
郎
・
行
政
法
総
 
 

論
二
三
〇
頁
以
下
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
記
の
よ
う
に
等
し
く
公
権
力
の
行
使
で
あ
る
農
地
買
収
処
分
と
滞
納
処
分
と
で
は
、
民
法
一
 
 

七
七
粂
の
適
用
に
つ
い
て
結
論
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
事
柄
は
、
し
か
く
単
純
に
割
り
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
 
 

「
こ
の
問
題
は
、
当
該
法
律
関
係
が
権
力
関
係
か
非
権
力
関
係
か
、
し
た
が
っ
て
ま
た
公
法
関
係
か
私
法
関
係
か
に
よ
っ
て
そ
の
具
体
的
 
 

解
決
が
演
繹
的
に
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
と
は
論
理
上
は
か
か
わ
り
な
く
、
当
該
法
律
関
係
の
具
体
的
な
性
格
と
利
益
状
 
 

（
1
）
 
 

況
を
総
合
的
に
判
断
し
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
法
律
関
係
の
具
体
的
な
性
格
と
適
用
さ
れ
よ
う
と
す
る
法
条
の
趣
旨
・
目
的
が
論
じ
ら
 
 

れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

ま
ず
、
租
税
法
律
関
係
な
い
し
滞
納
処
分
手
続
に
は
、
公
権
力
の
行
使
と
し
て
の
性
質
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
ほ
明
ら
か
で
あ
る
が
、
 
 

六
五
九
 
 
 



六
六
〇
 
 

従
来
、
多
数
の
裁
判
例
及
び
学
説
は
、
当
該
法
律
関
係
の
全
体
を
包
括
的
、
画
一
的
に
権
力
関
係
、
管
理
関
係
に
区
分
、
把
握
す
る
の
で
 
 

は
な
く
、
そ
れ
を
個
別
・
具
体
的
な
法
律
関
係
な
い
し
利
益
状
況
に
分
解
し
た
上
、
私
法
上
の
法
律
関
係
と
対
比
し
、
そ
の
異
同
を
論
ず
 
 

る
と
い
う
手
法
を
用
い
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
多
数
の
判
例
は
、
租
税
滞
納
処
分
と
民
事
訴
訟
法
上
の
強
制
執
行
手
続
と
の
類
似
 
 

（
2
）
 
（
3
）
 
 

性
を
根
拠
と
し
て
、
滞
納
処
分
に
も
民
法
一
七
七
条
の
適
用
を
認
め
て
き
た
の
で
あ
り
、
学
説
も
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
見
解
に
立
て
ば
、
滞
納
処
分
に
お
け
る
民
法
九
四
条
二
項
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
肯
定
し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
 
 

る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
私
債
権
に
よ
る
差
押
え
に
つ
い
て
は
、
民
法
九
四
壁
一
項
の
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
と
性
格
を
 
 

同
じ
く
す
る
租
税
債
権
に
よ
る
差
押
え
の
場
合
に
同
条
の
通
用
を
否
定
す
べ
き
理
由
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
、
民
法
九
四
条
二
項
の
趣
眉
・
目
的
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
同
条
項
は
、
登
記
に
公
信
力
が
認
め
 
 

ら
れ
な
い
我
が
国
の
法
制
の
下
に
お
い
て
、
そ
の
欠
陥
を
補
充
す
る
も
の
と
し
て
、
外
観
尊
重
、
禁
反
吉
、
信
義
則
等
の
諸
原
則
を
背
景
 
 

に
、
実
質
的
に
は
登
記
に
公
信
力
を
付
与
す
る
の
と
異
な
ら
な
い
結
論
を
導
く
法
理
と
し
て
発
展
し
て
き
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
 
 

同
条
項
は
、
単
に
、
私
法
上
の
取
引
の
安
全
の
保
護
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
の
作
用
と
し
て
営
ま
れ
る
登
記
制
度
に
対
す
る
信
顔
の
 
 

保
護
の
た
め
の
解
釈
技
術
と
し
て
、
信
義
則
と
同
様
、
法
の
一
般
原
理
な
い
し
条
理
と
も
い
う
べ
き
域
に
達
し
て
い
る
も
の
と
も
評
価
し
 
 

（
4
）
 
（
5
）
 
 

う
る
の
で
あ
る
。
 

以
上
の
点
か
ら
み
て
、
評
者
と
し
て
は
、
租
税
滞
納
処
分
に
つ
い
て
も
、
民
法
九
四
条
二
項
を
適
用
な
い
し
類
推
適
用
し
て
よ
い
と
考
 
 

え
る
。
 
 
 

三
 
外
観
尊
重
法
理
の
発
展
 
（
そ
の
一
）
 
 
 

本
件
に
お
け
る
民
法
九
四
壁
一
項
の
類
推
適
用
の
可
否
を
め
ぐ
っ
て
、
原
告
側
か
ら
、
い
く
つ
か
の
論
点
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
 
 
 



れ
を
検
討
す
る
前
に
、
判
例
に
よ
っ
て
打
ち
出
さ
れ
た
外
観
尊
重
法
理
の
発
展
を
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
 
 
 

最
高
裁
は
、
登
記
簿
に
所
有
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
着
か
ら
不
動
産
を
取
得
し
た
善
意
の
第
三
者
に
対
し
民
法
九
四
壁
一
項
の
類
 
 

推
適
用
あ
る
い
は
外
観
法
理
に
よ
り
保
護
を
与
え
よ
う
と
す
る
い
く
つ
か
の
判
例
を
打
ち
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
、
二
つ
の
タ
イ
プ
 
 

が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
 
 

（
6
）
 
 
 

そ
の
一
つ
の
タ
イ
プ
は
、
九
四
条
二
項
類
推
型
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
①
最
高
裁
昭
和
二
九
年
八
月
二
〇
日
判
決
（
民
集
八
巻
八
号
一
 
 

五
〇
五
頁
）
、
②
同
昭
和
三
七
年
九
月
一
四
日
判
決
（
民
集
一
六
巻
九
号
一
九
三
五
頁
）
、
⑨
同
昭
和
四
一
年
三
月
一
八
日
判
決
（
民
集
二
 
 

〇
巻
三
号
四
五
一
頁
）
、
④
同
昭
和
四
四
年
五
月
二
七
日
判
匪
（
民
集
二
三
巻
六
号
九
九
八
頁
）
、
⑤
同
昭
和
四
五
年
四
月
一
六
日
判
決
 
 

（
民
集
二
四
巻
四
号
二
六
六
頁
）
、
⑥
同
昭
和
四
五
年
七
月
二
四
日
判
決
（
民
集
二
四
巻
七
号
一
一
一
六
頁
）
、
⑦
同
昭
和
四
五
年
九
月
二
 
 

二
日
判
決
（
民
集
二
四
巻
一
〇
号
一
四
二
四
頁
）
、
⑧
同
昭
和
四
八
年
六
月
二
八
日
判
決
（
民
集
二
七
巻
六
号
七
二
四
頁
）
な
ど
が
こ
れ
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
判
例
群
に
お
い
て
、
民
法
九
四
条
二
項
を
類
推
適
用
す
る
上
で
の
問
題
点
と
し
て
、
川
実
体
関
係
（
真
実
の
権
利
関
係
）
に
 
 

符
合
し
な
い
登
記
等
の
存
在
、
∽
実
体
法
上
の
権
利
者
の
承
諾
、
糾
登
記
名
義
人
の
承
諾
、
㈲
第
三
者
の
善
意
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
 
 

れ
ら
の
問
題
点
を
概
説
し
て
お
く
と
、
ま
ず
、
糾
の
実
体
関
係
に
符
合
し
な
い
登
記
等
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
所
有
権
移
転
登
記
に
限
ら
 
 

ず
、
所
有
権
保
存
登
記
で
あ
っ
て
も
よ
く
（
⑨
と
⑤
の
判
決
）
、
ま
た
、
未
登
記
の
建
物
に
あ
っ
て
は
、
家
臣
台
帳
の
記
載
で
も
よ
い
（
⑤
 
 

の
判
決
）
。
民
法
九
四
条
二
項
は
、
「
意
思
表
示
」
の
外
形
に
対
す
る
信
煩
の
保
護
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
権
利
変
動
」
な
い
 
 

（
7
）
 
 

し
「
権
利
帰
属
」
の
外
形
に
対
す
る
信
妖
の
保
護
に
も
塀
推
適
用
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
真
実
の
所
有
者
と
仮
装
名
義
人
と
の
 
 

間
に
通
謀
虚
偽
表
示
に
準
ず
る
法
律
関
係
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
法
九
四
条
二
項
を
棋
推
適
用
す
る
基
盤
と
し
て
い
る
の
で
あ
 
 

六
六
一
 
 
 



「  

六
六
二
 
 

る
。
 
 
 

次
に
、
∽
の
実
体
法
上
の
権
利
者
の
承
諾
に
つ
い
て
は
、
「
民
法
九
四
壁
一
項
が
真
実
の
権
利
者
の
犠
牲
に
お
い
て
第
三
者
を
保
護
す
 
 

る
の
は
、
意
思
表
示
の
外
形
に
対
す
る
第
三
者
の
信
頼
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
事
情
（
必
要
原
因
）
の
ほ
か
に
、
真
実
 
 

の
権
利
者
の
が
わ
に
も
、
自
己
の
関
与
（
あ
る
い
ほ
、
そ
れ
に
代
わ
る
、
権
利
者
の
た
め
に
存
す
る
法
律
の
規
定
）
に
よ
っ
て
1
少
な
 
 

く
と
も
そ
れ
を
機
縁
と
し
て
－
－
そ
の
よ
う
な
外
形
が
作
出
さ
れ
ま
た
は
存
続
せ
し
め
ら
れ
た
、
と
い
う
、
自
己
が
犠
牲
に
な
っ
て
も
や
 
 

む
を
え
な
い
事
情
（
許
容
原
因
）
が
存
す
る
か
ら
で
あ
り
、
九
四
条
二
項
を
類
推
適
用
す
る
場
合
に
も
、
真
実
の
権
利
者
の
な
ん
ら
か
の
 
（
8
）
 
 

関
与
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
権
利
者
の
承
諾
は
、
必
ず
し
も
、
事
前
の
、
あ
る
い
は
、
明
示
の
 
 

も
の
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
事
後
の
黙
示
の
承
諾
で
も
足
り
る
（
⑤
と
⑦
の
判
決
）
。
な
お
、
大
阪
高
裁
昭
和
四
三
年
一
月
三
〇
日
判
決
 
 

（
週
刊
金
融
商
事
判
例
九
七
号
五
頁
）
ほ
、
一
つ
の
限
界
事
例
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ⅹ
女
が
土
地
建
物
に
つ
き
、
財
産
保
全
の
 
 

目
的
で
叔
母
A
と
相
通
じ
A
を
権
利
者
と
し
て
売
買
予
約
を
原
因
と
す
る
仮
装
の
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
を
経
由
し
て
お
い
 
 

た
と
こ
ろ
、
A
が
Ⅹ
の
印
鑑
を
冒
用
し
て
、
右
仮
登
記
の
本
登
記
手
続
を
し
、
ま
た
Ⅹ
女
名
義
の
電
話
加
入
権
も
勝
手
に
A
名
義
に
変
更
 
 

登
録
を
し
、
該
建
物
に
お
け
る
料
理
旅
館
営
業
も
Ⅹ
女
か
ら
A
に
変
更
し
て
し
ま
っ
た
。
Ⅹ
女
が
こ
の
登
記
登
録
の
事
実
を
知
っ
た
の
 
 

は
、
Ⅹ
女
が
結
婚
し
該
建
物
に
お
け
る
営
業
一
切
を
A
に
托
し
て
夫
と
と
も
に
他
に
転
出
し
た
後
で
あ
り
、
当
時
Ⅹ
女
は
A
を
訴
え
よ
ヶ
 
 

か
と
も
考
え
た
が
、
知
人
に
た
し
な
め
ら
れ
て
思
い
と
ど
ま
り
、
右
登
録
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
、
そ
の
後
も
営
業
収
益
の
処
分
等
に
も
一
 
 
 

切
開
与
し
な
い
ま
ま
A
の
使
用
に
任
せ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
九
年
余
を
経
過
し
た
頃
、
A
は
、
こ
れ
ら
の
物
件
を
Ⅹ
に
無
断
で
萱
息
の
 
 

第
≡
者
Y
l
に
売
却
し
、
所
有
権
移
転
登
記
（
Ⅵ
か
ら
の
転
得
者
Ⅵ
へ
の
中
間
省
略
登
記
）
及
び
電
話
加
入
名
義
の
変
更
登
録
を
し
、
行
方
 
 

を
く
ら
ま
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
判
決
ほ
、
Ⅹ
が
こ
の
よ
う
に
長
期
間
に
わ
た
っ
て
放
置
し
、
A
の
名
義
と
し
て
お
く
こ
と
を
 
 
 



容
認
し
て
い
た
以
上
、
は
じ
め
か
ら
相
通
じ
て
仮
装
の
登
記
・
登
録
を
し
た
場
合
と
同
視
し
、
民
法
九
四
条
二
項
を
類
推
し
て
善
意
の
第
 
 

三
者
を
保
護
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
上
告
審
・
最
高
裁
昭
和
四
五
年
七
月
一
六
日
判
決
（
昭
和
四
三
年
帥
三
八
二
号
、
判
例
集
未
 
 

（
9
）
 
 

登
載
）
は
、
原
審
の
判
断
を
正
当
と
し
て
維
持
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
長
期
間
に
わ
た
る
登
記
、
登
録
の
放
置
、
占
有
、
営
業
の
専
 
 

（
1
0
）
 
 

行
等
の
事
情
か
ら
黙
示
の
承
認
を
推
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
即
の
登
記
名
義
人
の
承
諾
に
つ
い
て
は
、
初
期
の
最
高
裁
判
決
で
は
、
仮
装
登
記
を
倍
額
し
た
第
三
者
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
実
 
 

質
的
根
拠
が
、
仮
装
登
記
に
対
す
る
所
有
者
の
承
諾
に
あ
る
こ
と
は
認
め
な
が
ら
、
九
四
壁
一
項
の
類
推
適
用
と
い
う
解
釈
方
法
に
よ
る
 
 

た
め
の
観
念
的
前
提
と
し
て
、
所
有
者
と
仮
装
名
義
人
と
の
間
に
通
謀
虚
偽
表
一
都
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
関
係
を
措
 
 

定
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
、
所
有
者
の
承
諾
と
並
ん
で
、
仮
装
名
義
人
の
承
諾
を
認
定
し
て
き
た
。
し
か
し
、
問
題
の
焦
点
 
 

は
、
他
人
名
義
で
不
実
の
登
記
を
し
た
所
有
者
と
、
そ
の
登
記
を
信
頼
し
て
目
的
不
動
産
に
つ
き
法
律
上
の
利
害
関
係
を
有
す
る
に
至
っ
 
 

た
第
三
者
と
の
い
ず
れ
を
保
護
す
る
か
に
あ
り
、
「
民
法
九
四
条
二
項
の
炉
推
適
用
は
、
結
論
を
導
き
だ
す
た
め
に
、
一
般
規
定
で
は
な
 
 

く
、
な
る
べ
く
実
定
法
上
の
具
体
的
個
別
的
な
条
文
に
根
拠
を
求
め
よ
う
と
す
る
法
技
術
上
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
 
 

（
1
1
）
 
 

仮
装
名
義
人
の
承
諾
に
拘
泥
す
べ
き
理
由
は
な
い
の
で
あ
る
。
」
 
 
 

そ
の
た
め
⑥
の
判
決
は
、
「
登
記
に
つ
い
て
登
記
名
義
人
の
承
諾
の
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
不
実
の
登
記
の
存
在
が
真
実
の
所
有
者
 
 

の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
以
上
、
九
四
条
二
項
の
法
意
に
照
ら
し
、
同
条
項
を
塀
推
適
用
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
 
 

る
。
け
だ
し
、
登
記
名
義
人
の
承
諾
の
有
無
に
よ
り
、
真
実
の
所
有
者
の
意
思
に
基
づ
い
て
表
示
さ
れ
た
所
有
権
帰
属
の
外
形
に
倍
額
し
 
 

た
第
≡
老
の
保
護
の
程
度
に
差
等
を
設
け
る
べ
き
理
由
ほ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
判
示
し
て
い
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
仰
の
第
三
者
の
善
意
に
つ
い
て
は
、
前
記
判
例
群
は
、
単
に
第
三
者
の
善
意
の
み
を
要
件
と
し
て
お
り
、
無
過
失
を
要
求
し
 
 

六
六
三
 
 
 



六
六
四
 
 

て
は
い
な
い
。
こ
こ
に
「
善
意
」
と
は
、
積
極
的
に
不
実
の
登
記
を
真
実
の
登
記
と
信
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
せ
ず
、
消
極
的
 
 

に
不
実
の
登
記
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
で
足
り
る
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
第
三
者
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
⑥
の
判
決
は
、
「
民
法
九
四
条
二
項
に
い
う
第
三
者
と
は
、
虚
偽
表
示
の
当
事
者
ま
た
は
そ
の
 
 

一
般
承
継
人
以
外
の
着
で
あ
っ
て
そ
の
表
示
の
目
的
に
つ
き
法
律
上
利
害
関
係
を
有
す
る
に
至
っ
た
老
を
い
い
、
甲
乙
間
に
お
け
る
虚
 
 

偽
表
示
の
相
手
方
乙
と
の
間
で
右
表
示
の
目
的
に
つ
き
直
接
取
引
関
係
に
立
っ
た
丙
が
悪
意
の
場
合
で
も
、
丙
か
ら
の
転
得
者
丁
が
善
意
 
 

で
あ
る
と
き
は
、
丁
は
同
条
項
に
い
う
善
意
の
第
三
者
に
あ
た
る
。
」
 
と
判
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
民
法
九
四
条
二
項
は
、
紛
争
の
当
 
 

事
者
ご
と
に
相
対
的
、
個
別
的
に
善
意
老
を
保
護
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
善
意
の
夢
二
老
が
一
度
出
れ
ば
、
そ
の
着
か
 
 

（
1
2
）
 
 

ら
権
利
を
取
得
し
た
老
（
転
得
者
）
は
、
善
意
・
悪
意
を
問
わ
ず
、
当
然
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

財
産
の
仮
装
譲
受
人
に
対
す
る
一
般
債
権
者
た
る
地
位
を
有
す
る
だ
け
で
、
差
押
え
に
よ
っ
て
当
該
財
産
に
対
す
る
具
体
的
、
現
実
的
 
 

な
支
配
を
確
立
し
て
い
な
い
者
は
、
「
第
三
者
」
で
は
な
い
、
と
さ
れ
る
。
「
債
権
は
債
務
者
の
一
般
財
産
を
最
後
の
引
当
て
に
す
る
も
 
 

の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
債
権
者
が
、
虚
偽
表
示
に
よ
っ
て
債
務
者
が
得
た
か
に
み
え
る
特
定
財
産
に
着
目
し
て
信
用
を
与
え
た
場
合
で
 
 

あ
っ
て
も
、
虚
偽
表
示
の
無
効
に
つ
い
て
の
利
害
関
係
は
1
事
実
上
の
 
－
 
そ
れ
も
ご
く
抽
象
的
な
 
－
 
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
 
 

（
1
3
）
 
 

る
。
」
 
 
 

こ
れ
に
対
し
、
仮
装
譲
渡
さ
れ
た
目
的
物
に
対
し
仮
装
譲
受
人
の
一
般
債
権
老
が
差
押
え
を
し
た
場
合
ほ
、
「
第
三
者
」
資
格
が
認
め
 
 

（
1
4
）
 
 

ら
れ
る
（
判
例
、
通
説
）
。
「
一
般
債
権
者
と
い
え
ど
も
、
債
権
の
掴
取
力
に
基
づ
き
差
押
と
い
う
形
で
当
該
財
産
の
上
に
現
実
の
支
配
を
 
 

（
1
5
）
 
 

確
立
し
た
と
き
は
、
新
た
な
法
律
関
係
を
発
生
さ
せ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
 
 
 

四
 
外
観
尊
重
法
理
の
発
展
（
そ
の
二
）
 
 
 



次
に
、
最
高
裁
が
発
展
さ
せ
て
き
た
外
観
尊
重
法
理
に
関
す
る
判
決
の
う
ち
、
第
二
の
タ
イ
プ
の
も
の
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
 
 

う
○
 
 

（
1
6
）
 
 
 

こ
れ
は
、
外
観
理
論
適
用
型
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
⑨
最
高
裁
昭
和
四
三
年
一
〇
月
一
七
日
判
決
（
民
集
二
二
巻
一
〇
号
二
一
八
八
頁
）
、
 
 

⑩
同
昭
和
四
五
年
六
月
二
日
判
決
（
民
集
二
四
巻
六
号
四
六
五
頁
）
、
⑪
同
昭
和
四
五
年
一
一
月
一
九
日
判
決
（
民
集
二
四
巻
一
二
号
一
 
 

九
一
六
頁
）
、
⑩
同
昭
和
四
五
年
一
二
月
二
四
日
判
決
（
民
集
二
四
巻
一
三
号
二
二
三
〇
頁
）
 
ノ
⑩
同
昭
和
四
七
年
一
一
月
二
八
日
判
決
 
 

（
民
集
二
六
巻
九
号
一
七
一
五
頁
）
な
ど
が
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
事
案
で
は
、
仮
装
登
記
権
利
者
等
の
背
信
行
為
が
あ
る
た
め
に
、
所
有
者
の
承
諾
（
通
謀
）
 
に
よ
り
作
出
し
よ
う
と
し
た
外
 
 

観
と
第
三
者
が
信
頼
し
た
外
観
と
の
間
に
食
い
違
い
が
あ
る
の
が
特
色
で
あ
り
、
事
実
関
係
の
タ
イ
プ
と
し
て
は
、
背
信
行
為
介
在
型
と
 
 

（
1
7
）
 
 

も
呼
ば
れ
る
。
⑨
の
判
決
を
例
に
と
っ
て
い
え
ば
、
所
有
者
甲
は
、
乙
と
通
謀
し
て
、
乙
と
の
間
で
不
動
産
の
売
買
予
約
を
し
、
乙
の
た
め
 
 

所
有
権
移
転
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
を
す
る
こ
と
を
承
諾
し
、
右
仮
登
記
を
経
由
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
乙
は
、
甲
名
義
の
印
鑑
を
使
用
し
 
 

て
、
所
有
権
移
転
本
登
記
申
請
書
を
偽
造
し
、
右
仮
登
記
の
本
登
記
を
し
、
更
に
、
当
該
不
動
産
を
第
三
者
に
転
売
し
た
、
と
い
う
も
の
 
 

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
甲
乙
間
の
通
謀
は
、
仮
登
記
の
限
度
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
第
三
者
の
信
旗
し
た
外
観
－
－
1
本
登
記
1
は
、
右
 
 

通
謀
の
範
囲
を
は
み
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
⑨
の
判
決
は
、
「
こ
の
外
観
上
の
登
記
義
務
者
は
、
そ
の
本
登
記
の
無
効
を
も
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

っ
て
善
意
無
過
失
の
第
三
者
に
対
抗
で
き
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
場
合
、
仮
登
記
の
外
観
を
仮
装
し
た
老
が
 
 

そ
の
外
観
に
基
づ
い
て
さ
れ
た
本
登
記
を
倍
額
し
た
善
意
無
過
失
の
第
三
者
に
対
し
て
貴
に
任
ず
べ
き
こ
と
は
、
民
法
九
四
条
二
項
、
同
 
 

法
一
一
〇
条
の
法
意
に
照
ら
し
、
外
観
尊
重
お
よ
び
取
引
保
護
の
要
請
と
い
う
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
と
判
示
し
た
。
 
 
 

な
お
、
⑩
の
判
決
の
事
案
は
、
甲
が
、
融
資
を
受
け
る
た
め
、
乙
と
通
謀
し
て
、
甲
所
有
の
不
動
産
に
つ
い
て
売
買
が
さ
れ
て
い
な
い
 
 

六
六
五
 
 
 



六
六
六
 
 

の
に
か
か
わ
ら
ず
、
売
買
を
仮
装
し
て
甲
か
ら
乙
に
所
有
権
移
転
登
記
手
続
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
乙
が
さ
ら
に
丙
に
対
し
右
融
登
の
 
 

ぁ
っ
せ
ん
方
を
依
嬢
し
て
右
不
動
産
の
登
記
手
続
を
必
要
な
登
記
済
証
、
委
任
状
、
印
鑑
証
明
書
等
を
預
け
、
丙
が
こ
れ
ら
の
書
類
に
よ
 
 

り
乙
か
ら
丙
へ
の
所
有
権
移
転
登
記
を
経
由
し
た
と
こ
ろ
、
第
三
者
丁
が
丙
か
ら
右
土
地
を
買
い
受
け
、
代
金
の
支
払
を
完
了
し
、
右
土
 
 

地
に
つ
き
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
を
経
由
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
案
で
は
、
乙
、
丙
の
二
重
の
背
信
行
為
（
越
 
 

権
行
為
）
に
よ
り
、
甲
乙
間
の
通
謀
の
範
囲
を
越
え
る
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
⑩
の
判
決
は
、
第
三
者
丁
が
善
意
無
過
失
 
 

で
あ
れ
ば
、
甲
は
丙
の
所
有
権
取
得
登
記
の
無
効
を
も
っ
て
丁
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
背
信
者
の
介
在
す
る
事
案
に
お
い
て
所
有
者
甲
が
自
ら
作
出
し
た
外
観
以
上
に
つ
い
て
の
損
失
を
当
然
に
負
担
す
べ
き
 
 

も
の
と
す
る
こ
と
は
、
所
有
者
甲
に
と
っ
て
酷
に
す
ぎ
る
の
で
、
所
有
者
の
責
任
を
問
う
た
め
に
は
、
第
三
者
の
信
顔
し
た
外
観
と
本
人
 
 

（
1
8
）
 
の
作
出
し
た
外
観
と
の
間
に
な
ん
ら
か
の
関
連
が
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
⑨
の
判
決
の
事
案
に
お
い
て
、
第
≡
老
 
 

の
信
顕
し
た
本
登
記
は
、
本
人
が
作
出
し
た
「
仮
登
記
か
ら
当
然
予
想
さ
れ
る
も
の
」
な
い
し
「
仮
登
記
の
延
長
な
い
し
自
然
的
な
発
展
 
 

（
用
）
 
 

に
す
ぎ
な
い
」
も
の
と
し
て
そ
の
関
連
が
認
め
ら
れ
る
。
 
 
 

結
局
、
最
高
裁
は
、
民
法
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
の
み
で
は
ま
か
な
い
き
れ
な
い
事
案
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
ほ
か
、
民
法
一
〇
九
 
 

条
な
い
し
一
一
〇
条
の
法
意
、
そ
れ
ら
の
根
底
に
あ
る
外
観
尊
重
、
禁
反
言
、
信
義
則
、
取
引
保
護
の
精
神
に
よ
り
、
第
三
者
の
重
恩
の
 
 

ほ
か
に
、
無
過
失
の
要
件
を
加
重
し
て
、
第
三
者
の
保
護
を
は
か
る
法
理
を
発
展
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

（
2
0
）
 
 
こ
こ
に
「
無
過
失
」
と
い
う
の
は
、
不
動
産
取
引
に
お
い
て
通
常
要
求
さ
．
れ
る
注
意
義
務
を
尽
す
こ
と
で
足
り
る
と
解
さ
れ
る
。
 
 
 

そ
し
て
、
前
記
①
な
い
し
⑬
の
判
例
の
進
展
は
 
「
限
ら
れ
た
範
囲
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
登
記
に
公
信
力
を
与
え
た
の
と
同
様
の
 
 

（
2
1
）
 
 

結
果
を
認
め
」
る
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 



五
 
本
件
に
お
け
る
論
点
 
 
 

本
件
に
お
い
て
民
法
九
四
条
二
項
を
類
推
適
用
す
る
上
で
、
Ⅹ
会
社
は
、
い
く
つ
か
の
論
点
を
提
出
し
て
い
る
。
 
 
 

m
 
ま
ず
、
B
会
社
名
義
へ
の
所
有
権
移
転
登
記
に
つ
い
て
、
Ⅹ
会
社
と
B
会
社
と
の
間
に
通
謀
が
な
い
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
本
 
 

判
決
は
、
民
法
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
登
記
名
義
人
の
承
諾
の
有
無
を
問
わ
な
い
も
の
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
 
 

は
、
前
記
⑥
の
最
高
裁
制
決
の
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
本
件
で
は
、
滞
納
処
分
前
に
お
い
て
丑
会
社
が
本
件
登
記
に
つ
き
 
 

承
諾
し
て
い
た
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

佃
 
次
に
、
判
決
は
、
Y
国
税
局
長
が
善
意
で
あ
っ
た
こ
と
（
本
件
建
物
が
B
会
社
の
所
有
に
属
さ
な
い
と
い
う
事
実
を
知
ら
な
か
っ
 
 

た
こ
と
）
を
認
定
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
閲
し
、
Ⅹ
会
社
は
、
Ⅹ
会
社
及
び
A
会
社
が
R
税
務
署
長
に
対
し
申
立
書
及
び
念
書
を
提
出
し
 
 

た
こ
と
を
も
っ
て
、
Y
国
税
局
長
は
悪
意
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
判
決
は
、
右
申
立
書
及
び
念
書
の
記
載
か
ら
直
ち
に
本
件
 
 

建
物
の
所
有
者
が
Ⅹ
会
社
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
R
税
務
署
長
が
本
件
建
物
の
所
有
者
を
Ⅹ
会
社
と
認
め
 
 

て
い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
Ⅹ
主
張
の
事
情
は
第
一
の
所
有
権
移
転
登
記
（
Ⅹ
1
A
）
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
 
 

に
な
さ
れ
た
琴
一
の
所
有
権
移
転
登
記
（
A
I
B
）
に
関
し
て
、
B
会
社
が
本
件
建
物
の
所
有
者
で
な
い
こ
と
を
Y
国
税
局
長
が
知
っ
て
 
 

い
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
以
上
の
理
由
を
挙
げ
て
、
Ⅹ
会
社
の
主
張
を
排
斥
し
て
い
る
。
 
 
 

な
お
、
一
般
論
と
し
て
、
国
の
あ
る
検
閲
が
事
情
を
知
っ
て
い
る
場
合
、
他
の
校
閲
に
つ
い
て
も
悪
意
と
い
い
う
る
か
は
問
題
で
あ
 
 

る
。
け
だ
し
、
国
の
営
む
作
用
は
、
立
法
、
司
法
、
行
政
の
分
野
に
及
び
行
政
の
分
野
の
み
を
と
っ
て
も
き
わ
め
て
広
範
な
も
の
で
あ
 
 

り
、
国
は
、
こ
れ
ら
の
権
能
を
事
物
管
轄
、
場
所
的
管
轄
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
の
専
属
的
管
轄
に
分
割
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
 
 

必
ず
し
も
こ
れ
ら
を
統
合
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
行
政
機
関
が
事
情
を
知
っ
て
い
る
こ
 
 

六
六
七
 
 
 



六
六
八
 
 

と
を
も
っ
て
他
の
行
政
機
関
の
悪
意
と
評
価
す
る
に
は
、
通
常
の
事
務
運
営
に
お
い
て
相
互
に
情
報
の
交
換
を
期
待
し
う
る
範
囲
に
限
定
 
 

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

糾
 
更
に
、
Ⅹ
会
社
は
、
Y
国
税
局
長
に
お
い
て
本
件
建
物
の
所
有
関
係
に
つ
い
て
十
分
な
調
査
を
尽
す
べ
き
で
あ
る
の
に
こ
れ
を
怠
 
 

っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
悪
意
と
同
視
す
べ
き
で
あ
る
旨
主
張
す
る
。
 
 
 

こ
の
点
に
閲
し
、
本
判
決
は
、
民
法
九
四
条
二
項
が
頬
推
適
用
さ
れ
る
場
合
は
、
同
項
の
善
意
に
つ
い
て
無
過
失
を
必
要
と
し
な
い
、
 
 

と
し
て
い
る
。
 
 
 

も
っ
と
も
、
学
説
の
一
部
に
は
、
民
法
九
四
条
二
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
に
は
、
善
意
の
ほ
か
無
過
失
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
 
 

（
2
2
）
 
 

る
、
と
い
う
見
解
も
な
い
で
は
な
い
。
そ
の
論
拠
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
主
と
し
て
、
所
有
者
な
い
し
そ
の
一
般
債
権
老
と
第
三
者
と
の
間
 
 

の
利
害
関
係
の
合
理
的
調
整
を
は
か
る
上
で
は
、
善
意
は
過
失
に
基
づ
か
な
い
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
具
体
的
適
用
に
際
し
て
 
 

（
幻
）
 
 

個
々
の
場
合
に
ふ
さ
わ
し
い
解
決
を
は
か
る
方
が
、
よ
り
弾
力
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
最
高
裁
の
判
例
は
、
第
三
者
の
信
痕
し
た
外
観
が
所
有
者
本
人
の
意
思
に
基
づ
く
場
合
（
九
四
条
二
項
 
 

類
推
型
）
と
そ
の
外
観
が
所
有
者
本
人
の
作
出
し
よ
う
と
し
た
外
観
を
は
み
出
す
場
合
（
外
観
理
論
適
用
型
）
と
を
区
別
し
っ
つ
、
意
識
 
 

的
に
第
三
者
保
護
の
要
件
を
異
な
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
区
別
に
は
、
相
当
な
理
由
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。
 
 
 

（
荘
1
）
 
室
井
力
・
「
公
法
と
私
法
と
の
区
別
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
行
政
法
の
争
点
三
「
 
三
二
頁
。
 
 
 

（
注
2
）
 
杉
村
章
三
郎
・
法
学
協
会
雑
誌
七
四
巻
三
号
三
五
二
頁
、
末
川
博
・
民
商
法
雑
誌
三
四
巻
六
号
九
六
五
革
石
甲
喜
久
夫
・
民
商
法
難
詰
四
三
巻
 
 

三
号
〓
入
京
、
加
藤
一
郎
・
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
不
動
産
取
引
判
例
官
選
五
入
頁
、
室
井
力
・
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
租
税
判
例
百
選
（
第
一
一
版
）
一
入
二
 
 

頁
、
田
中
二
郎
・
租
税
法
（
新
版
）
二
八
〇
頁
、
金
子
宏
・
租
税
法
（
補
正
版
）
二
八
頁
な
ど
参
照
。
 
 

な
お
、
行
政
法
学
者
の
中
に
は
、
こ
の
結
論
に
疑
問
を
提
示
す
る
も
の
が
あ
る
。
租
税
法
研
究
会
編
・
租
税
徴
収
法
研
究
（
下
）
五
九
九
頁
に
お
け
 
 
 



る
雄
川
一
郎
教
授
の
発
言
、
小
島
和
司
・
自
治
研
究
三
〇
巻
一
号
一
入
入
貢
、
成
田
妖
明
・
公
法
研
究
二
二
号
一
〇
六
頁
、
塩
野
宏
・
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
 
 
 

ト
行
政
判
例
首
選
Ⅰ
三
二
貢
、
原
龍
之
助
・
行
政
法
講
座
二
巻
四
七
頁
な
ど
参
照
。
 
 

（
注
3
）
 
徴
収
実
務
と
し
て
ほ
、
滞
納
処
分
に
も
民
法
一
七
七
条
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
租
税
法
研
究
 
 
 

会
編
・
租
税
徴
収
法
研
究
（
下
）
五
九
九
頁
に
お
け
る
桃
井
直
進
氏
の
発
言
に
よ
れ
ば
、
差
押
処
分
の
前
提
と
な
る
所
有
権
等
の
権
利
帰
属
は
収
税
官
 
 
 

吏
の
認
定
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
所
有
権
等
の
権
利
帰
属
に
つ
い
て
は
、
対
抗
要
件
の
問
題
を
含
め
民
法
等
の
私
法
規
定
が
定
め
て
い
る
と
 
 
 

こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
民
法
の
き
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
権
利
帰
属
を
認
定
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 

こ
の
よ
う
な
根
拠
は
、
農
地
買
収
処
分
に
関
す
る
最
高
裁
昭
和
二
八
年
二
月
一
入
日
判
決
に
お
け
る
井
上
登
・
岩
松
三
郎
判
事
の
少
数
意
見
の
そ
れ
 
 

と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
 
 

（
注
4
）
 
行
政
の
執
行
に
お
い
て
、
外
観
主
義
が
説
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
農
地
買
収
処
分
に
関
す
る
最
高
裁
昭
和
二
八
年
二
月
一
八
日
判
決
に
お
い
て
 
 
 

も
、
大
量
的
画
一
的
に
行
わ
れ
る
農
地
買
収
処
分
に
お
け
る
外
観
主
義
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
筆
者
が
こ
こ
で
採
り
あ
げ
た
外
観
尊
重
の
法
 
 
 

理
は
、
行
政
執
行
に
お
い
て
第
一
次
的
に
外
観
に
依
拠
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
外
観
主
義
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
究
極
的
に
も
外
観
（
登
記
）
 
 
 

を
信
顕
し
た
も
の
が
保
護
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
外
観
法
理
（
R
e
c
h
t
s
s
c
h
e
i
n
・
t
h
e
O
r
i
e
）
な
い
し
表
見
法
理
で
あ
る
 
 

田
中
二
郎
博
士
が
、
行
政
法
一
般
に
お
い
て
は
、
権
力
関
係
へ
の
私
法
の
適
用
を
否
定
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
現
行
登
記
制
度
の
も
と
で
は
租
税
滞
納
 
 
 

処
分
に
民
法
一
七
七
条
の
適
用
を
認
め
る
と
さ
れ
て
い
る
の
も
、
登
記
制
度
へ
の
信
頼
保
護
に
関
す
る
判
例
の
発
展
を
顧
慮
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
 
 

う
か
。
 
 

（
注
5
）
 
本
件
と
は
離
れ
る
が
、
納
税
申
告
に
閲
し
表
見
代
理
の
法
理
の
適
用
が
あ
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
例
え
ば
、
東
京
地
裁
昭
和
四
 
 
 

五
年
一
一
月
三
〇
日
判
決
・
行
集
二
一
巻
一
一
一
二
合
併
号
一
三
八
五
頁
参
照
）
。
筆
者
は
、
民
法
一
一
〇
条
は
、
単
に
私
法
行
為
の
代
理
に
閲
し
 
 
 

取
引
の
相
手
方
の
保
護
の
た
め
の
み
に
設
け
ら
れ
た
規
定
で
は
な
く
、
広
く
代
理
制
度
一
般
に
関
す
る
信
頼
保
護
の
規
定
と
解
し
、
納
税
申
告
に
も
適
 
 
 

用
が
あ
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。
け
だ
し
、
今
日
の
よ
う
に
私
法
上
及
び
公
法
上
の
行
為
が
日
常
的
に
行
わ
れ
、
企
業
組
織
が
肥
大
化
し
て
き
た
社
会
 
 
 

で
は
代
理
制
度
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
代
理
制
度
に
対
す
る
信
頗
保
護
が
必
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

（
注
6
）
 
四
官
和
夫
・
法
学
協
会
雑
誌
八
八
巻
三
号
三
六
入
貢
（
⑤
の
判
決
の
評
釈
）
 
 

（
注
7
）
 
四
官
和
夫
・
前
掲
三
六
九
頁
 
 

六
六
九
 
 
 



六
七
〇
 
 

（
注
且
 
四
宮
和
夫
・
前
掲
三
七
〇
貢
 
 

（
注
9
）
 
こ
の
判
決
は
、
横
山
長
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
・
民
事
篇
・
昭
和
四
五
年
虔
（
下
）
六
七
二
支
（
⑦
の
判
決
の
解
説
）
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
 
 

い
る
。
 
 

（
注
1
0
）
 
横
山
長
・
前
掲
六
七
四
頁
参
照
。
 
 

（
注
1
1
）
 
鈴
木
重
信
・
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
民
法
判
例
Ⅰ
六
七
頁
（
⑦
の
判
決
の
評
釈
）
。
 
 

（
注
1
2
）
 
大
審
院
大
正
三
年
七
月
九
日
判
決
・
刑
集
二
〇
時
一
四
七
五
頁
、
同
昭
和
一
〇
年
五
月
三
一
日
判
決
・
民
集
一
四
巻
一
二
二
〇
貢
、
最
高
裁
昭
和
 
 
 

三
五
年
一
二
月
二
七
日
判
決
・
民
集
一
四
巻
一
四
号
二
二
三
四
頁
。
同
昭
和
三
七
年
五
月
一
日
判
決
・
民
集
一
六
巻
五
号
一
〇
一
三
貢
。
な
お
、
鈴
木
 
 
 

重
信
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
・
民
事
篇
 
昭
和
四
五
年
鹿
田
二
二
八
頁
（
⑩
の
判
決
の
解
説
）
参
照
。
 
 

（
注
1
3
）
 
幾
代
通
・
民
法
総
則
（
現
代
法
律
学
全
集
）
二
五
四
貢
 
 

（
注
1
4
）
 
大
審
院
明
治
三
二
年
一
〇
月
六
日
判
決
∵
民
録
九
巻
四
人
頁
、
同
昭
和
一
二
年
二
月
九
日
判
決
・
全
集
四
輯
四
号
四
頁
。
 
 

（
注
1
5
）
 
幾
代
通
・
前
掲
二
五
二
頁
 
 

（
注
1
6
）
 
田
宮
和
夫
・
前
掲
三
六
入
貢
 
 

（
注
1
7
）
 
四
宮
和
夫
・
前
掲
三
七
l
一
貫
 
 

（
注
1
8
）
 
星
野
英
一
・
法
学
協
会
雑
誌
八
七
巻
五
号
六
二
三
頁
（
⑨
の
判
決
の
評
釈
）
、
鈴
木
重
信
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
・
民
事
篇
・
昭
和
四
五
年
度
 
 
 

∽
二
二
六
頁
参
照
。
 
 

（
注
1
9
）
 
星
野
英
一
・
前
掲
六
二
t
ニ
頁
 
 

（
注
2
0
）
 
星
野
英
一
・
前
掲
六
二
三
頁
 
 

（
注
2
1
）
 
柳
川
俊
一
・
「
不
動
産
の
売
買
と
公
信
の
原
則
」
不
動
産
法
大
系
二
三
一
頁
 
 

（
注
2
2
）
 
幾
代
通
・
前
掲
二
五
七
頁
、
四
官
和
夫
・
前
掲
三
七
〓
見
参
照
。
 
 

（
注
2
3
）
 
幾
代
通
・
前
掲
二
五
七
頁
、
四
官
和
夫
こ
別
掲
三
七
一
頁
参
照
。
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